
ｳ.工事概要

都市整備局 部 課 担当 ℡

    （例）１．原則、建築工事設計請負者が主となり、全体調整を行うこと。　　

担当者

　　下記の各項目を記載すること

 　　○ 労働環境改善の取組について
  　　 　本業務は、受発注者間の相互において労働環境の改善に関する取組を行う業務である。
　　　　 実施にあたっては、取組内容を受発注者間にて調整し、業務計画書に記載するものとする。
　　　　 ただし、本取組に関する費用は計上しないものとする。
　　　　 なお、災害対応等緊急を要する場合は対象外とする。

　　　取組項目
　　　（１）業務時間内で作業が完了する等、業務に対して余裕を持った依頼期限とする
　　　（２）業務時間外の作業依頼は行わない
　　　（３）業務のスケジュール管理を行い、定時に帰るよう心がける
　　　（４）17時以降の会議・打合せ・メール等は行わない
　　　（５）打合せはWeb会議等の活用に努める
　　　（６）その他、取組が必要と思われる内容

 (5)工事の条件

　　（つづき）

 (6)現場説明書
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別添２　「北九州市建築設計業務委託特記仕様書（Ｒ７．４月版）抜粋」


